[bookmark: _GoBack]京丹波町除雪機等設置事業補助金交付要綱

（目的）
第１条　積雪時における町道等の交通安全と生活道を確保するため、町内団体が設置する除雪用機具等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。
（事業対象）
第２条　町内団体が計画的に設置する除雪用機具で、町長が認定したものに限る。
（経費及び補助金額）
第３条　前条に規定する経費及び補助金の額は次のとおりとする。
	事業種目
	補助対象額
	補助率
	備考

	動力用除雪板
	５００，０００円以内
	２分の１以内
	耐用年数５年以上のもの

	動力除雪機械
	９００，０００円以内
	２分の１以内
	


（補助金の交付申請）
第４条　補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書（様式第１号）に経費見積書を添えて、町長に提出しなければならない。
（補助金の交付決定及び通知）
第５条　町長は、補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、様式第２号により、その旨を団体に通知するものとする。
（計画の変更）
第６条　補助金の交付決定を受けた団体が次に掲げる事由により計画を変更しようとするときは、直ちに町長に届け出てその承認を受けなければならない。ただし、原則として特別の理由がある場合を除き、補助金の増額に係る計画変更は認めないものとする。
（１）　事業を中止しようとする場合
（２）　数量を変更しようとする場合
（３）　機種を変更しようとする場合
２　町長は、前項の規定により補助金の交付額を変更する必要が生じたときは、第５条の規定に準じて補助金の交付額の変更を決定し、団体に通知するものとする。
（事業の完了）
第７条　当該団体は、事業が完了したときは速やかに事業完了報告書（様式第３号）に経費内訳書を添えて、町長に提出しなければならない。
（補助金の交付）
第８条　町長は、前条の規定により報告があったときは、事業の実施状況を検査し、補助金を交付するものとする。
（補助金の減額又は返還）
第９条　町長は、補助金の交付を受け又は受けようとするものが、次の各号の１に該当する場合には、補助金の全部又は一部を交付せず、又は返還を命ずることができる。
（１）　補助金の交付について付した条件に違反した場合
（２）　事業の執行が不適当な場合
（３）　事業完了後８年以内に転売した場合
（その他必要な事項）
第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附　則
この告示は、平成１８年１月１８日から施行する。
附　則
[bookmark: last]この告示は、平成２９年１０月１日から施行する。
別記様式１号
　　令和　　年度除雪機等設置事業補助金交付申請書

　令和　　年　　月　　日

　京丹波町長　様

団体名  　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　

　令和　　年度において除雪機等設置事業を実施したいので、京丹波町除雪機等設置事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。

記

１　事業の内容
	事業種目
	機　種
	数　量
	経　費

	

	
	基（台）
	円


　　※事業種目…動力用除雪板、動力除雪機械

２　事業実施期間
　着手予定　　　令和　　年　　月　　日
　完了予定　　　令和　　年　　月　　日

３　収支予算
収入の部
	項　　目
	金　　額
	備　　　考

	町補助金
	円
	

	自己資金
	円
	

	その他
	円
	

	計
	円
	


支出の部
	項　　目
	金　　額
	備　　　考

	（事業名）

	
	

	計
	円
	



４　添付書類
　　見積書・カタログの写し

別記様式第３号
令和　　年度除雪機等設置事業完了報告書

　　令和　　年　　月　　日

　京丹波町長　様

団体名  　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　

　令和　　年　　月　　日付けで補助金交付決定の除雪機等設置事業を完了したので、京丹波町除雪機等設置事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき報告します。

記

１　事業の内容
	事業種目
	機種
	数量
	経　費

	

	
	基（台）
	円


　　※事業種目…動力用除雪板、動力除雪機械

２　事業実施期間
　着手　　令和　　年　　月　　日
　完了　　令和　　年　　月　　日

３　収支決算
収入の部
	項　　目
	金　　額
	備　　　考

	町補助金
	円
	

	自己資金
	円
	

	その他
	円
	

	計
	円
	


支出の部
	項　　目
	金　　額
	備　　　考

	（事業名）

	
	

	計
	円
	



４　添付書類
　　事業の経費明細書（領収書等）及び写真

